
改正リース基準に関する報告書の内容と会計処理（素案） 
 

Ⅰ．会計基準及び注解報告書（素案）  
 
第２８ リースの会計処理 
１ リースとは、対象となる原資産（リースの対象となる資産で、貸手によって借手に当

該資産を使用する権利が移転されているものをいう。以下同じ。）を一定期間にわたり対

価と交換に移転する契約又は契約の一部をいう。国立大学法人等は、契約の締結時に当

該契約がリースを含むか否かを判断する。（注１８） 
２ 国立大学法人等が借手となるリースにおいては、リース開始日にリース負債を計上す

る。また、当該リース負債にリース開始日までに支払った借手のリース料、付随費用及

び資産除去債務に対応する除去費用を加算し、受け取ったリース・インセンティブを控

除した額により使用権資産を計上する。 
３ リース負債の計上額を算定するに当たっては、原則として、リース開始日において未

払である借手のリース料からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除し、

現在価値により算定する方法による。当該利息相当額については、リース期間にわたり、

原則として利息法により配分する。 
４ 国立大学法人等が貸手となるリースについては、ファイナンス・リースとオペレーテ

ィング・リースとに分類し、ファイナンス・リースについては、通常の売買取引に係る

方法に準じて会計処理を行う。オペレーティング・リースについては、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じて会計処理を行う。（注１９） 
＜注１８＞  無償又は減額された使用料による貸借取引について 

国立大学法人等が無償で貸し付ける又は借り受ける資産は対価が存在しないことから、

リースには該当しない。減額された使用料で貸し付ける又は借り受ける資産は、通常の

取引と同様に、契約がリースを含むか否かを判断しなければならない。 
＜注１９＞ ファイナンス・リースとオペレーティング・リースについて 

ファイナンス・リースとは、契約に定められた期間の中途において当該契約を解除す

ることができないリース又はこれに準ずるリースで、借手が、原資産からもたらされる

経済的便益を実質的に享受することができ、かつ、当該原資産の使用に伴って生じるコ

ストを実質的に負担することとなるリースをいう。オペレーティング・リースとは、フ

ァイナンス・リース以外のリースをいう。 
 

＜注４６＞ 重要な非資金取引について  
キャッシュ・フロー計算書に注記すべき重要な非資金取引には、例えば、次のような 

ものがある。 
 (1) 現物出資の受入れによる資産の取得  
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(2) 資産の交換 

(3) リースによる資産の取得 

(4) ＰＦＩによる資産の取得 

(5) 重要な資産除去債務の計上 

 


